
「就業規則」「賃金規程」において定める場合
	下記でお示ししている社内規程例は一例であり、各企業の奨学金返還支援制度の内容に応じて設定していただいて構いません。
ただし、県補助制度への申請を御検討の場合は、補助要件に関連する内容も含まれていますので、別資料「奨学金返還支援制度に関する社内規定について(注意事項)」や県補助事業の要綱等も併せてご確認ください。




	奨学金返還支援制度規程（例）
株式会社○○○○

（目的）
第１条　この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。

（奨学金返還支援制度）
第２条　奨学金返還支援制度（以下「支援制度」という。）とは、自身の奨学金を返還している従業員に対して、会社が返還額の全部又は一部を補助するために、奨学金返還支援手当（以下「手当」という。）として支給する制度又は会社が返還額の全部又は一部を奨学金の債権者に直接返還（以下「代理返還」という。）することにより支援する制度のことをいう。

（奨学金）
第３条　本規程に定める奨学金とは、次の各号のいずれかに該当する奨学金をいう。
（１）独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）が貸与する奨学金
（２）地方公共団体、大学、民間企業、その他の団体や法人等が貸与する奨学金
（３）その他会社が認めるもの

（支援制度の対象者）
第４条　支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者（以下「支援対象者」という。）とする。
（１）会社の業務に従事する従業員であること
（２）大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）及び高等学校の卒業者等（中途退学者を含む。）で、奨学金を返還している又は今後返還開始が見込まれる者であること
（３）第５条の書類を提出した者であること

（書類の提出）
第５条　支援制度の適用を受けようとする者は、次の書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。
（１）奨学金の借入総額及び返還計画がわかる書類
（２）奨学金の借入残高がわかる書類
２　支援対象者は、毎年、会社が指定する日までに、奨学金を返還していることを証明する書類を提出しなければならない。
３　支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。

（奨学金返還支援の支給・代理返還）
第６条　奨学金返還額の全部又は一部を、会社は「奨学金返還支援手当」として支給又は代理返還する。
２　支給又は代理返還の額は、月額○○、○○○円とする。ただし、奨学金返還月額がその金額に満たないときは、返還月額と同額とする。
３　手当は、毎月の通常の給与と併せて支払うものとする。
４　休業、休職等により勤務していない期間がある場合は、無給期間中における給料月額の支給割合に応じて手当額を調整する。
５　支援対象者が退職した場合は、支援対象者に対してすでに支給した奨学金返還支援手当の返還を求めない。

※　賞与に併せて支給する場合
第６条　奨学金返還額の全部又は一部を、「奨学金返還支援手当」として、次のとおり支給又は代理返還する。 
支給時期〇月及び〇月、支給額〇〇，〇〇〇円、ただし、支給月前〇か月間の本人の奨学金返還額を超えての支給は行わない。

※　１年に１回支給する場合
第６条　奨学金返還額の一部補助を、「奨学金返還支援手当」として〇月に支給することとし、支給額は〇〇，〇〇〇円とする。ただし、支給月前１２か月間の本人の奨学金返還額を超えての支給は行わない。

（支援期間等）
第７条　支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、入社○年が経過する日の前日の属する賃金計算期間に対応する月まで支援する。
２　前項にかかわらず、支援期間の途中で奨学金返還が終了した場合は、最終返還日の属する賃金計算期間に対応する月まで支援する。

（規程の改廃）
第８条　本規程を改廃する場合の手続は、就業規則の変更手続に拠るものとする。

附　則
（施行期日）
　この規程は、　　　年　　月　　日　から施行する。

	規程名称や目的は、各社の理念に沿って設定ください。





手当支給と代理返還の両方を対象としていますが、支援方法をいずれか一方のみとすることも可能です。




対象となる奨学金は、県補助要綱に合わせていますが、例えば、機構が貸与する奨学金に限定するなど、各社で任意に設定していただいて差支えありません。


従業員全員を対象にしていますが、例えば、正社員(又はパート・アルバイト)のみを対象にする、入社●年以内(又は●歳未満)の者に限定するなどは、各社で任意に設定していただいて差支えありません。


各社の事情により、ほかに提出を求める書類がある場合は、本条に追記ください。








手当支給又は代理返還のみの場合は、不要な記載を削除してください。




休業、休職期間中の取扱いは、各社で任意に設定ください。




支給の時期及び回数は各社で任意に設定ください。ただし、代理返還の場合は、返済条件について奨学金貸与機関による指定がある場合があります。
詳しくは、各奨学金の貸与機関へ御確認ください。
(県は、代理返還の方法・手続等については、お答えできません。)



支援期間は各社で任意に設定してください。
奨学金の返還が完了するまで支援を継続される場合は、「奨学金返還が終了した、最終返還日の属する賃金計算期間に対応する月まで支援する。」としてください。




社内規程を設ける場合

	下記でお示ししている規則等例は一例であり、各企業の奨学金返還支援制度の内容に応じて設定していただいて構いません。
ただし、県補助制度への申請を御検討の場合は、補助要件に関連する内容も含まれていますので、別資料「奨学金返還支援制度に関する社内規定について(注意事項)」や県補助事業の要綱等も併せてご確認ください。



（奨学金返還支援手当・代理返還） 
第〇〇条　奨学金返還支援手当は、大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・高等学校卒業者であって、奨学金返還中の者又は今後返還開始が見込まれる者に対し、支給する又は代理返還を行う。
月額 〇〇，〇〇〇円 
なお、対象となる奨学金等、詳細については別に定める。

※　労働基準法第８９条の規定により、常時１０人以上の労働者を使用している事業場では「就業規則」を作成し、同法第９０条の規定により、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則を変更した場合も同様に届け出る必要があります。
